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(57)【要約】
【課題】車両前方の領域の照明状態を小領域毎に制御す
ることで運転者の視認性をより向上させることができる
照明装置を提供する。
【解決手段】車両前方の領域を撮像する可視光撮像部１
２及び近赤外撮像部１４と、車両前方の領域を複数の小
領域に分割したときの各小領域毎に可視光の照明状態を
異ならせて照明可能な可視光照明部２６と、可視光撮像
部１２及び近赤外撮像部１４で撮像して得られた画像に
基づいて、車両前方の小領域毎の照明状態が車両前方の
視認性が向上する照明状態となるように可視光照明部２
６を制御する照明強度設定部１８及び照明制御部２４と
、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両前方の領域を撮像する撮像手段と、
　前記車両前方の領域を複数の小領域に分割したときの各小領域毎に可視光の照明状態を
異ならせて照明可能な可視光照明手段と、
　前記撮像手段で撮像して得られた画像に基づいて、前記車両前方の前記小領域毎の照明
状態が前記車両前方の視認性が向上する照明状態となるように前記可視光照明手段を制御
する制御手段と、
　を含む照明装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記撮像手段で撮像して得られた画像から輝度及び模様の少なくとも
一方に関する特徴を示す特徴量が類似しない領域同士が隣接している境界を求め、該境界
の両側の領域間で輝度差が大きくなるように前記可視光照明手段を制御する
　請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記車両前方の前記小領域毎の照明状態が前記車両前方の視認性が向
上する照明状態となるように前記可視光照明手段を制御する際に、前記車両前方の前記小
領域毎の輝度値が常に所定値以上となるように前記可視光照明手段を制御する
　請求項１または２記載の照明装置。
【請求項４】
　前記撮像手段で撮像して得られた画像に基づいて、前記車両前方の領域に存在する障害
物を検出する障害物検出手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記車両前方の前記小領域毎の照明状態が前記車両前方の視認性が向
上する照明状態となるように前記可視光照明手段を制御する際、前記障害物検出手段で検
出された障害物の視認性が向上するように前記可視光照明手段を制御する
　請求項１～３のいずれか１項記載の照明装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記障害物検出手段で検出された障害物の領域と障害物以外の背景の
領域との輝度差が大きくなるように前記可視光照明手段を制御する
　請求項４記載の照明装置。
【請求項６】
　前記撮像手段は、前記車両前方の領域から放射される遠赤外線を検知して前記車両前方
の領域を撮像する
　請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置。
【請求項７】
　前記車両前方の領域に近赤外光を照射する近赤外光照射手段を更に備え、
　前記撮像手段は、該近赤外光照射手段により前記車両前方の領域に照射された近赤外光
の反射光を受光することにより前記車両前方を撮像する
　請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置。
【請求項８】
　前記車両前方に存在する車両の運転者及び歩行者が眩惑しない程度に短い時間であって
前記撮像手段で前記車両前方の領域を撮像可能な時間のパルス幅で前記車両前方の領域に
可視光をパルス照射するパルス光照射手段を更に備え、
　前記撮像手段は、前記パルス光照射手段により前記車両前方の領域に前記パルス幅の可
視光が照射されたときに前記車両前方の領域を撮像する
　請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置。
【請求項９】
　前記撮像手段は、前記車両前方の領域で反射された可視光を受光することにより前記車
両前方を撮像する可視光撮像手段、および前記車両前方の領域から放射される遠赤外線を
検知して前記車両前方の領域を撮像する遠赤外線撮像手段を含んで構成され、
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　前記可視光撮像手段で撮像して得られた可視画像及び前記遠赤外線撮像手段で撮像して
得られた遠赤外画像に基づいて、前記可視画像における輝度が第１の閾値未満であって前
記遠赤外画像における輝度が第２の閾値以上である低視認領域を検出する低視認領域検出
手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記車両前方の前記小領域毎の照明状態が前記低視認領域検出手段で
検出された低視認領域の視認性が向上する照明状態となるように前記可視光照明手段を制
御する
　請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記撮像手段は、前記車両前方の領域で反射された可視光を受光することにより前記車
両前方を撮像する可視光撮像手段、および前記車両前方の領域で反射された近赤外光を受
光することにより前記車両前方を撮像する近赤外撮像手段を含んで構成され、
　前記車両前方の領域に近赤外光を照射する近赤外光照射手段と、
　前記可視光撮像手段で撮像して得られた可視画像及び前記近赤外光照射手段により前記
車両前方の領域に近赤外光を照射した状態で前記近赤外撮像手段で撮像して得られた近赤
外画像に基づいて、前記可視画像における輝度が第１の閾値未満であって前記近赤外画像
における輝度が第２の閾値以上である低視認領域を検出する低視認領域検出手段とを更に
備え、
　前記制御手段は、前記車両前方の前記小領域毎の照明状態が前記低視認領域検出手段で
検出された低視認領域の視認性が向上する照明状態となるように前記可視光照明手段を制
御する
　請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記パルス光照射手段により前記パルス幅の可視光を照射しないときに前記撮像手段で
撮像して得られた第１の画像及び前記パルス光照射手段により前記パルス幅の可視光を照
射したときに前記撮像手段で撮像して得られた第２の画像に基づいて、前記第１の画像に
おける輝度が第１の閾値未満であって前記第２の画像における輝度が第２の閾値以上であ
る低視認領域を検出する低視認領域検出手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記車両前方の前記小領域毎の照明状態が前記低視認領域検出手段で
検出された低視認領域の視認性が向上する照明状態となるように前記可視光照明手段を制
御する
　請求項８記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記撮像手段が前記車両前方の領域で反射された可視光を受光することにより前記車両
前方を撮像する可視光撮像手段を含んで構成されている場合において、
　前記制御手段は、前記車両前方の視認性が向上するように各小領域毎の目標の輝度値を
求め、前記可視光撮像手段で撮像された可視画像に基づいて、前記車両前方の領域の各小
領域毎の輝度値が前記目標の輝度値に近付くように前記可視光照明手段の制御量を調整す
る
　請求項１～請求項１１のいずれか１項記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記可視光照明手段は、少なくとも可視光を発する光源、および該光源からの光の透過
を制御する多数の液晶素子を配列した液晶パネルを含んで構成された請求項１～１２のい
ずれか１項記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記可視光照明手段は、少なくとも可視光を発する光源、および該光源からの光の反射
方向を制御する多数の反射素子を配列した反射装置を含んで構成された請求項１～１２の
いずれか１項記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記可視光照明手段は、複数のLEDチップが配列されたLED光源を含んで構成された請求
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項１～１２のいずれか１項記載の照明装置。
【請求項１６】
　前記可視光照明手段及び前記近赤外光照射手段を、近赤外光から可視光までの波長の光
を発する光源、該光源からの光の透過を制御する多数の液晶素子を配列した液晶パネル、
および入射した可視光を部分的に遮断するフィルタを含む光学系で構成した
　請求項７、１０、および１２のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１７】
　前記可視光照明手段及び前記近赤外光照射手段を、近赤外光から可視光までの波長の光
を発する光源、該光源からの光の反射方向を制御する多数の反射素子を配列した反射装置
、および入射した可視光の透過を遮断する移動可能なフィルタを含む光学系で構成した
　請求項７、１０、および１２のいずれか１項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両前方を照明する照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両の運転者の視認性を向上させるため、様々な技術が提案されている。例
えば、遠赤外線ステレオカメラと可視光ステレオカメラとをそれぞれ備え、検出された障
害物が前照灯の照射領域外で且つ白線から所定領域内に存在するときに、前照灯の照明方
向を切替えて、その障害物に対して可視照明する車両障害物検出装置が知られている（特
許文献１参照。）。また、遠赤外線カメラを備え、歩行者を検出し、検出した歩行者にス
ポット照射光を制御して照射することによって注意を喚起する技術も提案されている（非
特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２０００－３１８５１３号公報
【非特許文献１】新垣　洋平、外２名、“赤外線画像の特徴点密度を利用した視覚補助シ
ステム”、第１１回画像センシングシンポジウム，E-8, 2005.6.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の技術では、センサなどで検知した被照射対象を照明するだけ
であり、照明の単なるオンオフだけでは視認性としてよりよい照明状態となっていない場
合もあり、場合によっては一律に照明することで全体のコントラストが低下する等、結果
として視認性が低下する場合もある。
【０００４】
　本発明は、車両前方の領域の照明状態を小領域毎に制御することで運転者の視認性をよ
り向上させることができる照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１の照明装置は、車両前方の領域を撮像する撮像手
段と、前記車両前方の領域を複数の小領域に分割したときの各小領域毎に可視光の照明状
態を異ならせて照明可能な可視光照明手段と、前記撮像手段で撮像して得られた画像に基
づいて、前記車両前方の前記小領域毎の照明状態が前記車両前方の視認性が向上する照明
状態となるように前記可視光照明手段を制御する制御手段と、を含んで構成されている。
【０００６】
　このように、撮像手段で撮像された画像に基づいて、車両前方の領域の照明状態を小領
域毎に制御することで運転者の視認性をより向上させることができる。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１記載の照明装置における制御手段を、前記撮像手段で撮像
して得られた画像から輝度及び模様の少なくとも一方に関する特徴を示す特徴量が類似し
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ない領域同士が隣接している境界を求め、該境界の両側の領域間で輝度差が大きくなるよ
うに前記可視光照明手段を制御するようにしたものである。
【０００８】
　このような制御により、車両前方のコントラストが向上し、車両前方の照明領域の視認
性が向上する。なお、特徴量は、例えば小領域内の輝度値の平均値、分散値、テクスチャ
ー、輝度ヒストグラム等を示す値とすることができる。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１または２記載の照明装置の制御手段を、前記車両前方の前
記小領域毎の照明状態が前記車両前方の視認性が向上する照明状態となるように前記可視
光照明手段を制御する際に、前記車両前方の前記小領域毎の輝度値が常に所定値以上とな
るように前記可視光照明手段を制御するようにしたものである。
【００１０】
　このような構成によれば、視環境の最低輝度が保証されるため、必要な明るさが確保で
き、視認性が向上する。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項１～３のいずれか１項記載の照明装置に、前記撮像手段で撮
像して得られた画像に基づいて、前記車両前方の領域に存在する障害物を検出する障害物
検出手段を更に設け、前記制御手段を、前記車両前方の前記小領域毎の照明状態が前記車
両前方の視認性が向上する照明状態となるように前記可視光照明手段を制御する際、前記
障害物検出手段で検出された障害物の視認性が向上するように前記可視光照明手段を制御
するようにしたものである。
【００１２】
　このような構成によれば、重要対象である障害物の視認性が向上する。
【００１３】
　請求項５の発明は、請求項４記載の照明装置の制御手段を、前記障害物検出手段で検出
された障害物の領域と障害物以外の背景の領域との輝度差が大きくなるように前記可視光
照明手段を制御するようにしたものである。
【００１４】
　これにより、コントラストの点で、障害物及びその付近の領域の視認性が向上する。
【００１５】
　請求項６の発明は、請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置の撮像手段を、前記車
両前方の領域から放射される遠赤外線を検知して前記車両前方の領域を撮像するようにし
たものである。
【００１６】
　また、請求項７の発明は、請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置に、前記車両前
方の領域に近赤外光を照射する近赤外光照射手段を更に設け、前記撮像手段を、該近赤外
光照射手段により前記車両前方の領域に照射された近赤外光の反射光を受光することによ
り前記車両前方を撮像するようにしたものである。
【００１７】
　このような構成によれば、運転者が視認しにくい範囲においても視認性をより高める照
明状態に制御できるため、車両前方視野全体において視認性が向上する。
【００１８】
　請求項８の発明は、請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置に、前記車両前方に存
在する車両の運転者及び歩行者が眩惑しない程度に短い時間であって前記撮像手段で前記
車両前方の領域を撮像可能な時間のパルス幅で前記車両前方の領域に可視光をパルス照射
するパルス光照射手段を更に設け、前記撮像手段を、前記パルス光照射手段により前記車
両前方の領域に前記パルス幅の可視光が照射されたときに前記車両前方の領域を撮像する
ようにしたものである。
【００１９】
　このような構成によれば、眩惑を与えず、撮像装置のみ撮像可能な光量を車両前方に照
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射して得られた可視光画像に基づいて、運転者が視認しにくい範囲においても視認性をよ
り高める照明状態に制御できるため、車両前方視野全体において視認性が向上する。
【００２０】
　請求項９の発明は、請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置の前記撮像手段を、前
記車両前方の領域で反射された可視光を受光することにより前記車両前方を撮像する可視
光撮像手段、および前記車両前方の領域から放射される遠赤外線を検知して前記車両前方
の領域を撮像する遠赤外線撮像手段を含めて構成し、前記可視光撮像手段で撮像して得ら
れた可視画像及び前記遠赤外線撮像手段で撮像して得られた遠赤外画像に基づいて、前記
可視画像における輝度が第１の閾値未満であって前記遠赤外画像における輝度が第２の閾
値以上である低視認領域を検出する低視認領域検出手段を更に設け、前記制御手段を、前
記車両前方の前記小領域毎の照明状態が前記低視認領域検出手段で検出された低視認領域
の視認性が向上する照明状態となるように前記可視光照明手段を制御するようにしたもの
である。
【００２１】
　このような構成によれば、視認性の悪い領域の視認性が向上する。
【００２２】
　請求項１０の発明は、請求項１～５のいずれか１項記載の照明装置の撮像手段を、前記
車両前方の領域で反射された可視光を受光することにより前記車両前方を撮像する可視光
撮像手段、および前記車両前方の領域で反射された近赤外光を受光することにより前記車
両前方を撮像する近赤外撮像手段を含めて構成し、前記車両前方の領域に近赤外光を照射
する近赤外光照射手段と、前記可視光撮像手段で撮像して得られた可視画像及び前記近赤
外光照射手段により前記車両前方の領域に近赤外光を照射した状態で前記近赤外撮像手段
で撮像して得られた近赤外画像に基づいて、前記可視画像における輝度が第１の閾値未満
であって前記近赤外画像における輝度が第２の閾値以上である低視認領域を検出する低視
認領域検出手段とを更に設け、前記制御手段を、前記車両前方の前記小領域毎の照明状態
が前記低視認領域検出手段で検出された低視認領域の視認性が向上する照明状態となるよ
うに前記可視光照明手段を制御するようにしたものである。
【００２３】
　このような構成によれば、視認性の悪い領域の視認性が向上する。
【００２４】
　請求項１１の発明は、請求項８記載の照明装置に、前記パルス光照射手段により前記パ
ルス幅の可視光を照射しないときに前記撮像手段で撮像して得られた第１の画像及び前記
パルス光照射手段により前記パルス幅の可視光を照射したときに前記撮像手段で撮像して
得られた第２の画像に基づいて、前記第１の画像における輝度が第１の閾値未満であって
前記第２の画像における輝度が第２の閾値以上である低視認領域を検出する低視認領域検
出手段を更に設け、前記制御手段を、前記車両前方の前記小領域毎の照明状態が前記低視
認領域検出手段で検出された低視認領域の視認性が向上する照明状態となるように前記可
視光照明手段を制御するようにしたものである。
【００２５】
　このような構成によれば、視認性の悪い領域の視認性が向上する。
【００２６】
　請求項１２の発明は、請求項１～請求項１１のいずれか１項記載の照明装置の前記撮像
手段が前記車両前方の領域で反射された可視光を受光することにより前記車両前方を撮像
する可視光撮像手段を含んで構成されている場合において、前記制御手段を、前記車両前
方の視認性が向上するように各小領域毎の目標の輝度値を求め、前記可視光撮像手段で撮
像された可視画像に基づいて、前記車両前方の領域の各小領域毎の輝度値が前記目標の輝
度値に近付くように前記可視光照明手段の制御量を調整するようにしたものである。
【００２７】
　このような構成によれば、実際の照明状態と目標値とを比較して可視光照明手段の制御
量を調整することができるため、実際の被照明環境の輝度値を目標輝度値に近づけること
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ができる。
【００２８】
　請求項１３の発明は、請求項１～１２のいずれか１項記載の照明装置の前記可視光照明
手段を、少なくとも可視光を発する光源、および該光源からの光の透過を制御する多数の
液晶素子を配列した液晶パネルを含んで構成したものである。。
【００２９】
　請求項１４の発明は、請求項１～１２のいずれか１項記載の照明装置の前記可視光照明
手段を、少なくとも可視光を発する光源、および該光源からの光の反射方向を制御する多
数の反射素子を配列した反射装置を含んで構成したものである。
【００３０】
　請求項１５の発明は、請求項１～１２のいずれか１項記載の照明装置の前記可視光照明
手段を、複数のLEDチップが配列されたLED光源を含んで構成したものである。
【００３１】
　このように可視光照明手段を構成することにより、容易に小領域毎の照明状態を制御で
きる。
【００３２】
　請求項１６の発明は、請求項７、１０、および１２のいずれか１項に記載の照明装置の
前記可視光照明手段及び前記近赤外光照射手段を、近赤外光から可視光までの波長の光を
発する光源、該光源からの光の透過を制御する多数の液晶素子を配列した液晶パネル、お
よび入射した可視光を部分的に遮断するフィルタを含む光学系で構成したものである。
【００３３】
　請求項１７の発明は、請求項７、１０、および１２のいずれか１項に記載の照明装置の
前記可視光照明手段及び前記近赤外光照射手段を、近赤外光から可視光までの波長の光を
発する光源、該光源からの光の反射方向を制御する多数の反射素子を配列した反射装置、
および入射した可視光の透過を遮断する移動可能なフィルタを含む光学系で構成したもの
である。
【００３４】
　このような構成によれば、１つの光学系を可視光照明手段及び前記近赤外光照射手段と
して兼用することができるため、可視光及び近赤外光を高空間分解能に制御できる照明装
置がコンパクトに実現できる。
【発明の効果】
【００３５】
　以上説明したように、本発明の照明装置によれば、車両前方の領域の照明状態を小領域
毎に制御することで運転者の視認性をより向上させることができる、という優れた効果を
奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００３７】
　図１は、本実施の形態に係る照明装置１０の概略的な構成を示すブロック図である。
　本実施の形態の照明装置１０は、車両に搭載され、可視光撮像部１２、近赤外撮像部１
４、近赤外光照射部１６、照明強度設定部１８、障害物検出部２０、視認性推定部２２、
照明制御部２４、および可視光照明部２６を備えている。
【００３８】
　可視光撮像部１２は、車両前方の領域から可視光を受光して車両前方の領域を撮像する
。近赤外撮像部１４は、車両前方の領域から近赤外光を受光して車両前方の領域を撮像す
る。なお、可視光撮像部１２及び近赤外撮像部１４を１つの撮像装置で構成してもよい。
例えば、撮像装置の受光部に可視光カットフィルタと近赤外光カットフィルタとを交互に
配置したフィルタを設け、単一のレンズ系で可視画像と近赤外画像の両方を撮像できるよ
うに構成する。
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【００３９】
　近赤外光照射部１６は、照明制御部２４により制御され、車両前方の領域に近赤外光を
照射する。照明強度設定部１８は、可視光撮像部１２で撮像されて得られた可視画像及び
近赤外撮像部１４で撮像されて得られた近赤外画像に基づいて、可視光照明部２６で車両
前方を照明するときの照明強度値を設定する。照明制御部２４は、照明強度設定部１８で
設定された照明強度値に基づいて可視光照明部２６を制御し、車両前方の領域を可視光で
照明する。
【００４０】
　図２（Ａ）～（Ｃ）は、可視光照明部２６の構成例を示す図である。図２（Ａ）に示す
可視光照明部２６は、液晶プロジェクタ型の照明装置であって、光源としてのランプ４０
と、ランプ４０から受けた可視光の透過を制御する多数の液晶素子を配列した液晶パネル
４２と、液晶パネル４２を透過した可視光を結像する対物レンズ４４とを備えている。液
晶パネル４２に備えられた多数の液晶素子の各々は、入射光の反射・透過状態を変調する
機能を有しており、電圧が印加されると電場が変化して液晶分子の配向が変化し、入射光
の反射・透過状態を変化させる。従って、各液晶素子毎に電場を異ならせれば、部分的に
可視光を照射したり遮断したりすることができる。
【００４１】
　また、図２（Ｂ）に示す可視光照明部２６は、ミラー素子プロジェクタ型照明装置であ
って、光源としてのランプ４６と、ランプ４６から受けた可視光の反射方向を制御する多
数の反射素子（ミラー）を配列したミラーデバイス４８と、ミラーデバイス４８から受け
た反射光を結像する対物レンズ５０とを備えている。ミラーデバイス４８の各ミラーは、
電気入力に応答して機械的にその傾斜角度が変化する。従って、それぞれのミラーに入射
する光は、それぞれ選択的に傾斜角度が変化した各ミラーによって反射方向が選択的に変
調される。
【００４２】
　また、図２（Ｃ）に示す可視光照明部２６は、ＬＥＤチップ５１が複数配列されたＬＥ
Ｄアレイ５２、およびＬＥＤアレイ５２から出射した可視光を結像する複数の対物レンズ
５４を備えている。各ＬＥＤチップ５１に対する電流量や電流供給時間を変化させること
で、ＬＥＤチップ５１の各々の光量を異ならせることができる。
【００４３】
　なお、本実施の形態の可視光照明部２６は、図２（Ａ）～（Ｃ）のいずれの構成であっ
てもよい。いずれの構成であっても、照明空間に対して高分解能で照明度合いを変化させ
ることできる。
【００４４】
　本実施の形態の照明装置１０に設けられている障害物検出部２０は、近赤外撮像部１４
で撮像されて得られた近赤外画像に基づいて、車両前方の領域に存在する障害物を検出す
る。その検出結果は、照明強度設定部１８に出力され、照明強度値の設定に用いられる。
【００４５】
　また、視認性推定部２２は、可視光撮像部１２で撮像されて得られた可視画像及び近赤
外撮像部１４で撮像されて得られた近赤外画像に基づいて、可視画像における輝度が第１
の閾値Ｔ１未満であって近赤外画像における輝度が第２の閾値Ｔ２以上である低視認領域
（以下、本実施の形態では視認不可能領域と呼称）を検出する。その検出結果は、照明強
度設定部１８に出力され、照明強度値の設定に用いられる。
【００４６】
　ここで、照明強度設定部１８の詳細な構成について説明する。照明強度設定部１８は、
画像分割部３０、輝度目標値設定部３２、輝度フィードバック制御部３４、及び照明強度
値設定部３６を備えている。
【００４７】
　画像分割部３０は、近赤外撮像部１４で撮像されて得られた近赤外画像を小領域に分割
して、分割した小領域毎に隣接する小領域との類似度を求め、隣接する小領域に対して連
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続する領域か不連続な領域かを求める。輝度目標値設定部３２は、画像分割部３０で求め
た小領域の情報に基づいて、明るさとコントラストの点で車両前方の領域の視認性をより
向上させるように、各小領域毎の輝度目標値を求める。輝度フィードバック制御部３４は
、輝度目標値設定部３２で求めた小領域毎の輝度目標値と、可視光撮像部１２で実際に撮
像して得られた可視画像の輝度値を比較して、該比較結果を照明強度値設定部３６に出力
する。照明強度値設定部３６は、可視光照明部２６の照明強度値と近赤外光照射部１６の
照明強度値を設定する。照明制御部２４は、照明強度値設定部３６で設定された照明強度
値で可視光照明部２６及び近赤外光照射部１６の照明を制御する。
【００４８】
　上記説明した、照明強度設定部１８、障害物検出部２０、視認性推定部２２、照明制御
部２４の各構成部は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭを含んで構成されたコンピュータによって
実現される。すなわちＣＰＵが、ＲＯＭや所定の記憶装置に記憶されたプログラムを実行
することにより上記各構成部を実現し、後述する処理を行う。
【００４９】
　次に、本実施の形態の作用を夜間に車両が走行する場合を前提として説明する。また、
車両前方の被照明環境例として、図５（Ａ）に示すように、夜間の舗装路上に２人の歩行
者が存在し、左前方の歩行者は街路照明の照明外に位置しており、右後ろの歩行者は街路
照明の前に位置している場合を例に挙げる。なお、図５（Ａ）は、車両から可視光が全く
照明されていない状態の被照明環境を示す。
【００５０】
　照明強度値設定部３６は、初期値として可視光照明部２６に対しては通常のロービーム
（小さな光量で車両近傍のみを照明する状態）の照射範囲で一様な照明強度値を設定し、
近赤外光照射部１６に対してはハイビーム（可視光で車両前方の視野全体の範囲を照明す
る状態）の照射範囲で一様な照明強度値を設定する。可視光のロービームの照射は、夜間
に車両が走行する上で、最低限必要な照明となる。
【００５１】
　照明制御部２４は、この設定値に応じて可視光照明部２６及び近赤外光照射部１６を制
御して、可視光及び近赤外光を照射する。
【００５２】
　可視光撮像部１２及び近赤外撮像部１４は、車両前方の被照明環境をそれぞれ撮像し、
可視画像及び近赤外画像を生成する。以下、可視光撮像部１２及び近赤外撮像部１４で得
られた可視画像及び近赤外画像から照明強度値を設定するまでの具体例を図３、４のフロ
ーチャート及び図６～図８で示す処理例を参照して説明する。なお、図６～図８に示す処
理例は一連の処理であるため、異なる図番に跨ってはいるが（Ａ）～（Ｈ）までアルファ
ベット順の通し符号を付して説明する。
【００５３】
　照明強度設定部１８は、上記撮像された近赤外画像（図６（Ａ）参照）及び可視画像（
図６（Ｂ）参照）から照明強度値を設定する。
【００５４】
　図３は、照明強度設定部１８が行なう照明強度値の設定処理の流れを示すフローチャー
トである。
【００５５】
　ステップ１００では、画像分割部３０が、２つの撮像画像のうち近赤外撮像部１４で撮
像して得られた近赤外画像を取得する。近赤外画像は、ハイビーム領域の撮像画像である
ため、車両前方視野全体の状態が把握できる。
【００５６】
　ステップ１０２では、画像分割部３０は、取得した近赤外画像に対して画像の分割を行
なう。ここでは、赤外画像を予め大きさを定めた矩形の小領域に分割する。図７（Ｃ）に
、近赤外画像を小領域に分割したときの分割例を示す。
【００５７】
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　ステップ１０４では、分割した小領域毎に特徴量を算出する。求める特徴量は、例えば
小領域内の輝度値の平均値、分散値、テクスチャー、輝度ヒストグラム等を示す値とする
ことができる。次に、各小領域について、隣接する小領域との類似度を求める。これは、
各小領域と各小領域に隣接する小領域の特徴量の比較により求める。類似度が所定値より
高ければ、隣接する小領域に連続する領域であると判断し、類似度が所定値より低ければ
、隣接する小領域とは不連続な領域であると判断する。不連続な領域と判断された場合に
は、その小領域は、特徴量が類似しない領域同士が隣接している境界に位置する小領域で
あるといえる。図７（Ｄ）に、連続する領域か不連続な領域かを判断した判断結果例を示
す。画像分割部３０での判断結果は、輝度目標値設定部３２に出力される。
【００５８】
　なお、ここでは、画像分割部３０は、近赤外画像を同じ大きさの複数の小領域に分割し
て、類似度を求め、連続、不連続を判断する例について説明したが、エッジ検出などの画
像処理を行なって対象物の境界を求め、該境界に応じて画像を複数の領域に分割し、各々
の領域の輝度の特徴量を求めて、連続、不連続を判断するようにしてもよい。
【００５９】
　ステップ１０６では、輝度目標値設定部３２は、障害物検出部２０から障害物検出結果
を取得する。障害物検出部２０では、近赤外画像を取得して、該近赤外画像に存在する障
害物を検出する。障害物は、重要な視認対象を意味し、例えば、歩行者など他の移動物や
路側構造物などをいう。障害物の検出手法としては、エッジ輪郭形状に基づく検出方法や
輝度パターン分布に基づく検出方法などが利用可能である。図７（Ｅ）に、障害物検出結
果例を示す。
【００６０】
　ステップ１０８では、輝度目標値設定部３２は、視認性推定部２２から視認性推定結果
を取得する。ここで、視認性推定部２２で行なわれる視認性推定処理の流れについて図４
のフローチャートを用いて詳細に説明する。
【００６１】
　ステップ１２０で、可視光撮像部１２で撮像して得られた可視画像及び近赤外撮像部１
４で撮像して得られた近赤外画像を取得する。
【００６２】
　ステップ１２２で、視認性推定部２２は、画素数をカウントするカウンタｋを初期化す
る。ステップ１２４で、視認性推定部２２は、画素Ｄ（ｋ）における可視光輝度Ｌ１を算
出する。次のステップ１２６で、視認性推定部２２は、Ｌ１がＴ１以上かどうか判断する
。このＴ１は、第１の閾値であり、その画素Ｄ（ｋ）が示す領域が、運転者が視認可能な
明るさであるかどうかを判断するための閾値である。
【００６３】
　ステップ１２６で、肯定判断されると、その画素は、運転者が視認可能であることを示
しているため、ステップ１２８で、視認性推定部２２は、Ｄ（ｋ）を視認可能領域とする
。
【００６４】
　ステップ１２６で、否定判断（ＶがＴ１未満）された場合、ステップ１３０で、視認性
推定部２２は、画素Ｄ（ｋ）における赤外光輝度Ｌ２を算出する。ステップ１３２で、視
認性推定部２２は、Ｌ２がＴ２以上かどうか判断する。このＴ２は、第２の閾値であり、
その画素Ｄ（ｋ）が示す領域が近赤外光で認識可能かどうかを判断するための閾値である
。
【００６５】
　ステップ１３２で、否定判断されると、その画素は、近赤外光で認識不可能で、かつ運
転者も視認不可能であることを示しているので、ステップ１３６で、視認性推定部２２は
、Ｄ（ｋ）を不可視領域とする。
【００６６】
　ステップ１３２で、肯定判断されると、その画素は、近赤外光で認識可能で、かつ運転
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者が視認不可能であることを示しているので、ステップ１３４で、視認性推定部２２は、
Ｄ（ｋ）を視認不可能領域とする。このように、視認不可能領域は、ドライバには見えな
いが、近赤外光で認識できるものが存在する領域である。なお、視認不可能領域は、本発
明の視認性が低い低視認性領域に該当する。
【００６７】
　次に、ステップ１３８でｋを１つ増分する。ステップ１４０では、ｋが近赤外画像の全
画素数を超えたか否かを判断する。この判断は、全ての画素に対して領域を定める処理を
実行したか否かの判断である。ここで肯定判断した場合は、まだ領域を定めていない画素
が存在するため、再びステップ１２２の処理が実行される。否定判断した場合は、全ての
画素に対して領域を定めたことを示しているため処理は終了する。
【００６８】
　視認性推定部２２は、このように視認可能領域、不可視領域、視認不可能領域を検出し
、視認不可能領域についてはその位置を示す情報を視認性推定結果として輝度目標値設定
部３２に出力する。
【００６９】
　なお、障害物検出結果や視認性推定結果の取得タイミングは、上記ステップ１０６、１
０８に限定されず、障害物検出部２０の検出処理や視認性推定部２２の視認性推定処理後
、輝度目標値設定部３２で輝度目標値を設定する前であればいつでもよい。
【００７０】
　次に、図３のステップ１１０では、輝度目標値設定部３２は、連続・不連続領域の判定
結果、障害物検出結果、及び視認性推定結果に基づいて、車両前方の領域の輝度目標値を
算出する。
【００７１】
　本実施の形態の輝度目標値設定部３２は、４段階（強、中、弱、無）の設定値が可能と
する。例えば、近赤外画像での輝度を「中」として、その強弱を判断して設定するように
してもよい。輝度目標値の設定ルールは、以下のとおりである。
【００７２】
１）各小領域の明るさが予め定められた最低輝度値以上となるようにする。
【００７３】
２）不連続境界では境界の両側の領域で十分な輝度差（コントラスト）を持つこと。また
、重要な障害物として検出された領域の境界では特に十分な輝度差を持つこと。また、視
認不可能領域において障害物が存在する場合には、その領域を照明すると共に障害物の領
域と背景の領域とで十分な輝度差が出るようにする。
【００７４】
３）類似する小領域が連続する部分は、該小領域間の輝度差は少なくする。
【００７５】
　輝度目標値設定部３２は、以上のルール順に基づいて輝度目標値を定める。
　なお、ルール１の最低輝度値は、視認に必要な明るさを最低限保証するために、予め輝
度目標値設定部３２に設定されている輝度値である。
【００７６】
　図８（Ｆ）に、設定した輝度目標値の具体例を示す。図８（Ｆ）に示すように、左前方
の歩行者については、歩行者の領域の輝度を「強」に上げ、歩行者の領域と不連続な領域
である周辺領域の輝度は「弱」に下げる。一方、右後方の歩行者については、街路照明の
前に位置しているため、左前方の歩行者と逆のコントラストになっている。従って、この
歩行者の領域の輝度を「弱」とし、周辺の領域を「強」とする設定する。また、路面全体
の領域は「中」のままとし必要以上に明るくしない。なお、ここでは輝度目標値の値を４
段階に設定する例を説明したが、これに限定されず、輝度目標値はアナログ的に可変でも
よいし、２値のみでもよい。輝度目標値設定部３２は、設定した輝度目標値を輝度フィー
ドバック制御部３４に出力する。
【００７７】
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　ステップ１１２では、輝度フィードバック制御部３４は、可視光撮像部１２で撮像され
得られた可視画像を取得し（図８（Ｇ）参照。なお、図６（Ｂ）と図８（Ｇ）は同じ可視
画像である）、該可視画像の輝度値と輝度目標値設定部３２で設定した輝度目標値とを比
較する。そして輝度フィードバック制御部３４は、該比較結果から各小領域毎に可視光照
明部２６の照明強度値の目標値である照明目標値を求め、該照明目標値を照明強度値設定
部３６に出力する（フィードバック制御の第１ＳＴＥＰ）。また、輝度フィードバック制
御部３４では、照明強度値設定部３６が照明目標値を照明強度値として設定して照明した
状態で撮像された可視画像を引き続き取得し、該可視画像の輝度値と輝度目標値設定部３
２で設定した輝度目標値とを比較する。そして輝度目標値に近づいているが輝度が足りな
い場合はさらに高い照明目標値を、照明を変化させても可視光画像が変化しない場合は照
明目標値を維持または低い照明目標値を、輝度目標値に近づいているが輝度が高い場合は
さらに低い照明目標値をそれぞれ設定し、該照明目標値を照明強度値設定部３６に出力す
る（フィードバック制御の第２ＳＴＥＰ）。
【００７８】
　例えば、図８（Ｇ）に示すように、右後ろの歩行者近辺には街路照明が存在しており、
車両から可視光を照射しなくても、十分な輝度を有している。従って、この領域に関して
輝度フィードバック制御部３４で求められる照明目標値（フィードバック制御の第１ＳＴ
ＥＰ）は、現在の照明目標値を維持または下げる方向の照明目標値となる。また、照明目
標値に対して可視画像の輝度が不足する場合など、輝度目標値となる可視画像を得るには
どれだけの照明量の増加が必要かは一意には決められないが、輝度フィードバック制御部
３４で求められる照明目標値（フィードバック制御の第２ＳＴＥＰ）により、各小領域の
輝度を輝度目標値に近づけることができる。
【００７９】
　ステップ１１４では、照明強度値設定部３６は、輝度フィードバック制御部３４でフィ
ードバック制御された照明目標値に基づき、各小領域毎に可視光照明部２６の照明強度値
を設定する。ここでは、照明目標値の値そのままを照明強度値として設定する。
【００８０】
　図８（Ｈ）に、設定した最終的な照明強度値の例を示す。ここでは、照明強度値も輝度
目標値と同じく４段階（強、中、弱、無）の値を用いている。照明強度値設定部３６は、
設定した照明強度値を照明制御部２４に出力する。照明制御部２４は、照明強度値に従っ
て可視光照明部２６を制御し、各小領域毎に光量を調整することで、車両前方視野全体に
渡り可視光の照射量の制御を行なう。
【００８１】
　これにより、図５（Ａ）に示す被照明環境が、図５（Ｃ）に示すように、明るさコント
ラストの点で視認性が向上するように歩行者と背景それぞれで照明強度が調整され、視認
性が向上する。図５（Ｃ）に示す例では、前述したように、左前方の歩行者に対しては路
面全体を必要以上に明るくしないことや、歩行者の周囲の輝度を抑えることと、歩行者部
分を強く照明することでコントラストが改善され視認性が向上されている。また、右後方
の歩行者は左前方とは対象と背景の明るさが逆転しているため、歩行者の照明を抑えたり
、背景の明るさをさらに強めることでコントラストを改善し視認性を向上させている。
【００８２】
　図５（Ｂ）に、比較例として、単に可視画像の暗い部分の輝度を一律に上げるように可
視光を照射した場合の照明例を示す。歩行者部分の輝度は上がり、照明なしに比べて視認
性が向上しているが、左前方の歩行者は路面輝度が高く、また右後方の歩行者は背景の輝
度が元々高いため、十分な視認性向上には至っていない。
【００８３】
　なお、本実施の形態では、輝度フィードバック制御部３４により、一律にフィードバッ
ク制御を行なう例について説明したが、フィードバック制御の効果を検証して、その効果
がでない場合には制御を止める、或いは現状から輝度値が下回らない条件で照明強度を下
げる制御を行なっても良い。
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【００８４】
　また、１つの光学系を可視光照明部２６及び近赤外光照射部１６として兼用する構成と
してもよい。図９（Ａ）は、可視光と近赤外光の双方を照射することが可能な照明部６８
の構成例を示す図である。この照明部６８は、可視光から近赤外光までの波長の光を発す
る光源６０、光源６０からの入射光の透過を制御する多数の液晶素子を配列した液晶パネ
ル６２、可視光の透過を遮断するフィルタが部分的に配置されたモザイク型可視光カット
フィルタ６４、および液晶パネル６２を透過した可視光を結像する対物レンズ６６を備え
ている。
【００８５】
　図１０（Ａ）は、モザイク型可視光カットフィルタ６４の一例を示す図である。図１０
（Ａ）に示すように、モザイク型可視光カットフィルタ６４は、近赤外光の透過を遮断す
るフィルタ６４ａと可視光の透過を遮断するフィルタ６４ｂとが交互に配置されている。
照明制御部２４は、照明部６８で可視光を照射する場合には、光源６０の光が近赤外光の
透過を遮断するフィルタ６４ａの領域にのみ入射するように液晶パネル６２の各画素のオ
ンオフを制御する。また、照明部６８で近赤外光を照射する場合には、光源６０の光が可
視光の透過を遮断するフィルタ６４ｂの領域にのみ入射するように液晶パネル６２の各画
素のオンオフを制御する。このように液晶パネル６２を制御すれば、可視光と近赤外光と
を１つの照明部６８から照射することができる。なお、ここでは、近赤外光の透過を遮断
するフィルタ６４ａを設けたが、このフィルタ６４ａは設けず、このフィルタ６４ａが配
置される部分については入射した全波長の光を透過するように構成してもよい。近赤外光
は不可視光であるため、可視光と同時に照射しても視認性に何ら影響はないからである。
【００８６】
　また、可視光照明部２６及び近赤外光照射部１６を１つの光学系で構成する他の例を図
９（Ｂ）に示す。この照明部７８は、可視光から近赤外光までの波長の光を発する光源７
０、可視光の透過を遮断するフィルタが部分的に配置され、全体が回転することにより該
可視光の透過を遮断するフィルタ位置が変動する回転式可視光カットフィルタ７２、入射
光の反射方向を制御する多数の反射素子（ミラー）を配列したミラーデバイス７４、およ
びミラーデバイス４８から受けた反射光を結像する対物レンズ７６を備えている。
【００８７】
　図１０（Ｂ）は、回転式可視光カットフィルタ７２の一例を示す図である。図１０（Ｂ
）に示すように、回転式可視光カットフィルタ７２は、近赤外光の透過を遮断するフィル
タ７２ａと可視光の透過を遮断するフィルタ７２ｂとを備えている。この回転式可視光カ
ットフィルタ７２は、回転軸７２ｃを中心として回転可能に構成されている。照明制御部
２４は、照明部７８で可視光を照射する場合には、光源７０とミラーデバイス７４との間
に近赤外光の透過を遮断するフィルタ７２ａが配置されるように回転式可視光カットフィ
ルタ７２を回転させる。また、照明制御部２４は、照明部７８で近赤外光を照射する場合
には、光源７０とミラーデバイス７４との間に可視光の透過を遮断するフィルタ７２ｂが
配置されるように回転式可視光カットフィルタ７２を回転させる。このように回転式可視
光カットフィルタ７２を制御すれば、可視光と近赤外光とを１つの照明部７８から照射す
ることができる。なお、ここでは、近赤外光の透過を遮断するフィルタ７２ａを設けたが
、このフィルタ７２ａは設けず、このフィルタ７２ａが配置される部分については入射し
た全波長の光を透過するように構成してもよい。
【００８８】
　このように、可視光照明部２６及び近赤外光照射部１６を１つの光学系で構成すること
により、照明装置１０が小型化できる。
【００８９】
　また、上記実施の形態では、照明強度設定部１８を、画像分割部３０、輝度目標値設定
部３２、輝度フィードバック制御部３４、及び照明強度値設定部３６により構成した例に
ついて説明したが、これに限定されず、例えば、輝度フィードバック制御部３４を設けな
い構成としてもよい。このような構成の場合には、照明強度値設定部３６が輝度目標値設
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定部３２で求めた輝度目標値をそのまま用いて照明強度値を設定する。これによっても、
従来の照明装置に比較して視認性は向上するが、輝度フィードバック制御部３４を設けず
によりよい視認性を実現するために、予め近赤外画像と可視画像の特性や見え方の相違を
テスト画像等に基づいて予め求めておいて何らかのメモリに記憶し、可視光を照明する照
明制御において、該メモリを参照してその相違がなくなるように輝度目標値を補正する補
正処理を行なうようにしてもよい。
【００９０】
　また、照明装置１０に障害物検出部２０や視認性推定部２２を設けない構成としてもよ
い。障害物の存在の有無、あるいは視認性の良し悪しは考慮せず、単に画像を分割して連
続／不連続の判定を行なって輝度目標値を求めても、従来のようにコントラストや明るさ
を考慮せずに一律に可視光を照明する装置と比較して視認性は向上する。
【００９１】
　さらにまた、近赤外撮像部１４に代えて、例えば、車両前方の領域から放射される遠赤
外線を検知して車両前方の視野全体の領域を撮像する遠赤外撮像部を設けても良い。遠赤
外撮像部は、熱を持った物体からは遠赤外線が放射される特性を利用するものであるため
、可視光以外の波長の光を照射する必要はない。これによっても、視認不可能な領域を撮
像することができ、上記実施の形態と同様に輝度目標値を求めることができる。
【００９２】
　また、撮像手段としては、可視光撮像部１２のみを設けて近赤外撮像部１４は設けない
構成とし、更に、車両前方に存在する車両の運転者及び歩行者が眩惑しない程度に短い時
間であって可視光撮像部１２で車両前方の領域を撮像可能な時間のパルス幅で車両前方の
領域（この場合ももちろんロービームではなく、ハイビーム領域を照射する）に可視光を
パルス照射するパルス光照射部を設けるようにしてもよい。
【００９３】
　これにより、車両の運転者や歩行者が眩惑しない状態で可視光を照射して車両前方の領
域の可視光画像が得られる。この可視光画像を上記実施の形態の近赤外画像と同様に用い
て輝度目標値を求め、照明強度値を設定する。この場合には、近赤外画像と可視光画像の
特性上の違いを考慮する必要がなくなるので、上記説明したフィードバック制御を省略し
たとしても十分な視認性は確保できる。
【００９４】
　また、上記実施の形態では、可視光撮像部１２及び近赤外撮像部１４を設け、可視光画
像と近赤外画像とを撮像し、可視光照明を制御する例について説明したが、視認性推定部
２２や輝度フィードバック制御部３４を設けない構成であれば、可視光撮像部１２は設け
ずに近赤外撮像部１４あるいは遠赤外撮像部のみを設ける構成としてもよいし、或いは近
赤外撮像部１４あるいは遠赤外撮像部を設けずに可視光撮像部１２及び上述のパルス照射
部を設けて可視画像を撮像する構成としてもよい。このような構成によっても、上記と同
様に輝度目標値設定部３２で小領域毎に輝度目標値を求めて照明強度値設定部３６で照明
強度を設定することで従来の装置と比較して視認性は向上する。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の実施の形態に係る照明装置の概略的な構成を示すブロック図である。
【図２】（Ａ）～（Ｃ）は、可視光照明部の構成例を示す図である。
【図３】照明強度設定部が行なう照明強度値の設定処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図４】視認性推定部で行なわれる視認性推定処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】（Ａ）は、車両から可視光が全く照明されていない状態の被照明環境を示す図で
あり、（Ｂ）は、単に可視画像の暗い部分の輝度を上げるように可視光を照射した場合の
照明例であり、（Ｃ）は、本実施の形態の照明装置で照明した場合の照明例を示す図であ
る。
【図６】（Ａ）は、近赤外撮像部１４で撮像された近赤外画像の例、（Ｂ）は可視光撮像
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【図７】（Ｃ）は、近赤外画像を小領域に分割したときの分割例を示す図であり、（Ｄ）
は、連続する領域か不連続な領域かを判断した判断結果例を示す図であり、（Ｅ）は、障
害物検出結果例を示す図である。
【図８】（Ｆ）は、設定した輝度目標値の具体例を示す図であり、（Ｇ）は撮像された可
視画像の例を示す図であり、（Ｈ）は、（Ｆ）と（Ｇ）から設定した照明強度値の例を示
す図である。
【図９】可視光と近赤外光の双方を照射することが可能な照明部の構成例を示す図である
。
【図１０】（Ａ）は、モザイク型可視光カットフィルタの一例を示す図であり、（Ｂ）は
、回転式可視光カットフィルタの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００９６】
１０   照明装置
１２   可視光撮像部
１４   近赤外撮像部
１６   近赤外光照射部
１８   照明強度設定部
２０   障害物検出部
２２   視認性推定部
２４   照明制御部
２６   可視光照明部
３０   画像分割部
３２   輝度目標値設定部
３４   輝度フィードバック制御部
３６   照明強度値設定部
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